
取手市立小・中学校保護者向け
コミュニティ・スクール通信 第21号
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この「つ・な・ぐ」の第１２号でもお伝えした「学校評価」と学校運営協議会の関係について

その取組を具体的にまとめてみます。

まず、第３回市一括研修会の研修でも取り組んだ、「学校評価」の一つである「学校関係者評

価」と、学校運営協議会規則にある「学校の運営に関する評価」として、「協議会は，毎年度１

回以上，対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。」という評価の違いを以下に示

します。この学校評価は、各学校において年度末に実施していきます。
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これまで、この「つ・な・ぐ」の中で「ＣＳコーディネーター」の職務などについて

ご紹介してきました（第５号参照）。「ＣＳコーディネーター」とは、正式には「地域学

校協働活動推進員」といいます。この「地域学校協働活動推進員」は、社会教育法に基

づき教育委員会が委嘱する地域住民等と学校との連絡調整等を行うコーディネーターを

指します。その主な役割は、以下のように規定されています。

＜＜イメージ＞＞

◇ ＣＳコーディネーターの職務（「取手市地域学校協働活動推進員設置要綱」より）

１ 地域の教育課題解決に必要な総合的な連絡調整に関する活動

２ 地域・学校の教育活動への支援や企画，参加促進に関する活動

３ 地域からの情報及び提案等の学校への伝達に関する活動

４ 地域活動及び家庭教育活動への協力及び支援に関する活動

５ 学校運営協議会その他の必要な協議体との連絡調整に関する活動

６ 前各号に掲げるもののほか，推進員の設置の目的を達成するために必要な活動

児童生徒が地域へ

◎地域イベントへの参加協力

（おまつり・運動会など）

◎地域活動への参加

（清掃活動など） など

地域住民が学校へ

◎授業のサポート・引率補助

◎休み時間や放課後の児童看護

◎環境整備（除草・花壇設営）

◎登下校の見守り など

【Ｒ６年度：取手市のCSコーディネーターについて】

①現在ＣＳコーディネーターとして登録されている方は、各学校

において資料作成や地域連携などの業務に従事しています。

②任用に際し、年齢、性別、経験の有無は問いません。

③毎月、給与が支給されています。

④勤務は固定せず、自分の都合と学校の予定を踏まえて勤務日を決めます。

⑤CSコーディネーターとして、パソコンを使う作業が多く、例えば協議会の開催

通知や当日の資料、事後の報告（議事録）などの作成が業務の一つとなってい

ます。その内容は学校（主に校長・教頭）と相談して決めています。

★興味のある方は、まずはお近くの学校へお問い合わせください。


